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開 会   午後 ３時０６分 

   

（開 会 宣 言） 

○議長（吉田好宏議長）ただいま定足数に達しておりますので、これより、２日目

の会議を開きます。 

   

（会議録署名議員の指名） 

○議長（吉田好宏議長）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名

議員は、会議規則第 120 条の規定により、７番、上野議員、８番、絵内議員を指名

致します。 

   

（予算等審査特別委員会報告） 

○議長（吉田好宏議長）日程第２、予算等審査特別委員会の審査報告を議題と致し

ます。委員長の報告を求めます。杉本委員長。 

 

（杉本委員長登壇） 

〇委員長（杉本邦雄委員長）予算等審査特別委員会審査報告、本委員会に付託され

た次の事件について、審査が終わりましたので、会議規則第７７条の規定により報

告致します。 

〔以下、審査報告を朗読〕 

○議長（吉田好宏議長）委員長の報告が終わりました。お諮り致します。ただ今議

題となっております条例案２件、予算案８件、計１０件の議案につきましては、全

員による特別委員会で審査したものであります。従いまして、委員長報告に対する

質疑を省略し、直ちに討論、採決に入りたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。それでは、討論、採決に入ります。

討論、採決は付託された議案について、それぞれ１件ずつ討論、採決を致します。 

それでは、討論、採決を致します。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

 

○議長（吉田好宏議長）議案第８号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について、これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採
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決致します。お諮り致します。議案第８号は、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）議案第１１号。沼田町公共下水道条例の一部を改正する条

例について。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１１号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）議案第１７号 平成１９年度沼田町一般会計予算について、

これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１７号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）議案第１８号 平成１９年度沼田町養護老人ホーム特別会

計予算について、これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１８号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 
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○議長（吉田好宏議長）議案第１９号 平成１９年度沼田町特別養護老人ホーム特

別会計予算について、これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１９号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）議案第２０号 平成１９年度沼田町国民健康保険特別会計

予算について、これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２０号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）議案第２１号 平成１９年度沼田町介護保険特別会計予算

について、これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２１号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）議案第２２号 平成１９年度沼田町老人保健特別会計予算

についてこれより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２２号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）議案第２３号 平成１９年度沼田町公共下水道特別会計予

算について、これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２３号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）議案第２４号 平成１９年度沼田町水道事業会計予算につ

いて、これより討論に入ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２４号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第３  議案第９号 沼田町重度心身障害者及びひとり

親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題と致し

ます。提案理由の説明を求めます。住民生活課長。 

○住民生活課長（辻  広治課長）議案第９号 沼田町重度心身障害者及びひとり親

家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について。沼田町重度心

身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を

提出する。平成１９年３月１２日提出、沼田町長名でございます。 

改正の条文の内容につきましては、省略をさせていただきますが、改正の理由に

ついて説明をさせていただきます。 

昨年、１８年６月に成立致しました学校教育法の一部を改正する法律により、盲

学校・聾学校・養護学校を障害種別を超えた特殊支援学校に一本化されたことから、

本条文中の文言についても、これに併せて整理をしたものでございます。以上で説



 

6 

明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願い致します。 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。はい１２

番。 

○１２番（橋場  守議員）１２番。これで見ると、ただ法律が変わって、色んな盲

学校・聾学校等々の学校名が特別支援学校ということになったのだけれども、自立

支援法の一部負担の関係できましたよね。障害者の自立支援法によって、原則１割

負担ができたのだけれども、この学校に入学するにあたっては、それらは全然連動

しないのですか。ちょっと教えて下さい。 

○住民生活課長（辻  広治課長）学校の入学につきましては、これについては自立

支援法とか障害者、これとは全く別のものでありまして、養護学校とか義務教育で

養護学校もありますし、それから高等養護学校とかというのがありますので、学校

教育の部分、それから自立支援と、これが障害者のこの医療につきましては、全く

別のものでございます。 

○議長（吉田好宏議長）他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑を終結致します。これより討論に入ります。ご意見あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第９号は、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第４  議案第１０号 沼田町特別養護老人ホーム設置

条例の一部を改正する条例についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。

旭寿園園長。 

○旭寿園園長（橋  英則園長）議案第１０号 沼田町特別養護老人ホーム設置条例

の一部を改正する条例について。沼田町特別養護老人ホーム設置条例の一部を改正

する条例を提出する。平成１９年３月１２日提出、沼田町長名でございます。 

内容につきましては、省略させていただきますが、提案理由でございますが、平

成１７年の障害者自立支援法の制定に伴いまして、指定障害者福祉サービス事業者

としての指定を受けるための設置条例が必要であり、事業の種類及び定員を改正す

るものであります。ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり
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ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１０号は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第５、議案第１３号。北空知衛生施設組合規約の一部

を変更する規約についてを議題と致します。提案説明を求めます、住民生活課長。 

〇住民生活課長（辻  広治課長）議案第１３号、北空知衛生施設組合規約の一部を

変更する規約について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項

の規定により、北空知衛生施設組合規約を次のとおり変更する。平成１９年３月１

２日提出、沼田町長名でございます。 

変更する条文の関係については、省略をさせていただきまして、変更の理由を申

し上げます。昨年、公布されました地方自治法の一部を改正する法律により、平成

１９年の４月１日から「助役」が「副市町長」、「収入役」を廃止して「会計管理者」

を置くこととされ、また、「吏員」と「その他の職員」の区別が廃止されたことによ

り、本組合の規約もこれに基づき変更を致すところであります。審議の方、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１３号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 
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○議長（吉田好宏議長）日程第６、議案第１４号。北空知衛生センター組合規約の

一部を変更する規約についてを議題と致します。提案の説明を求めます、住民生活

課長。 

（「説明省略」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１４号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第７、議案第１５号。深川地区消防組合規約の一部を

変更する規約についてを議題と致します。提案説明を求めます、総務課長。 

（「説明省略」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１５号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第８、議案第１６号。北空知広域水道企業団規約の一

部を変更する規約についてを議題と致します。提案説明を求めます、建設課長。 
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〇建設課長（神  憲彦課長）議案第１６号、北空知広域水道企業団規約の一部を変

更する規約について、地方自治法第２８６条第１項の規定により、北空知広域水道

企業団規約を次のとおり変更する。平成１９年３月１２日提出、町長名でございま

す。 

条文の変更につきましては、お目通しいただきたいと思いますが、今回の規約の

変更につきましては、地方自治法の改正によりまして、平成１９年４月１日から吏

員制度が廃止されることに伴いまして、変更するものとなっておりますので、よろ

しくご審議の程お願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第１６号は、原案のとおり決することに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第９、議案第２５号。公平委員会委員の選任について

を議題と致します。提案説明を求めます、町長。 

〇町長（西田篤正町長）議案第２５号、公平委員会委員の選任についてであります

けれども、現委員であります横山峯生氏が健康上のご都合によりまして、辞任の届

け出があり承認をさせていただきました。 

従いまして、下記の者を公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第９条

の２第２項の規定によって議会の同意を求めるものであります。提案する方につき

ましては、記、住所  沼田町字高穂２１６番地、お名前は大三島 茂、昭和１８年８

月１７日生まれ、６３歳であります。 

平成１９年３月１２日提出でありますけれども、大三島 茂様につきましては、昭

和３７年３月に道立の沼田高等学校を卒業されまして、直ちに農業に従事され、そ

の後、北いぶきの様々な役員を経験され、現在は道立の沼田高等学校の同窓会長と

して地域からの非常に信望を得ている方でありまして、識見、人格共に公平委員と

して適任と思い、推薦をさせていただきますので選任をお願いしたいというふうに

思います。よろしくどうぞお願い致します。 
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○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。お諮り致します。

議案第２５号は、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり同意

することに決しました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第１０、同意第１号。固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます、町長。 

〇町長（西田篤正町長）同意第１号、固定資産評価審査委員会委員の選任について

でありますけれども、現委員であります杉原義信氏の任期満了、平成１９年３月２

４日の満了によりまして、下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいの

で地方税法第４２３条第３項の規定によって議会の同意を求めるものであります。 

提案させていただきます方につきましては、住所  沼田町旭町３丁目４番１６号、

お名前は橋本  寛、昭和１７年７月３０日生まれ、６４歳であります。平成１９年

３月１２日提出、沼田町長名であります。 

橋本  寛様につきましては、昭和３８年に道立沼田高等学校を卒業されまして、

直ちに沼田町商工会に勤務され、沼田町商工会の事務局長、経営指導員として平成

１５年３月の定年退職まで勤められた方でありまして、識見、人格共に固定資産評

価審査委員として適任ということでご提案申し上げますので、よろしく同意を賜り

たいというふうに思います。よろしくお願い致します。 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。お諮り致します。

同意第１号は、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり同意
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することに決しました。 

ここで暫時、休憩を致します。 

休憩 １５時２８分 

 

再会 １５時２９分 

（議事日程の追加） 

○議長（吉田好宏議長）再会致します。議事日程の追加についてお諮り致します。

ただ今、議案第２６号、選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例につい

て、外４件について追加案件が提出されました。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、日程第１１、議案第２６

号、選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について。日程第１２、発

議第１号、沼田町議会会議規則の一部を改正する規則について。日程第１３、発議

第２号、沼田町議会委員会条例の一部を改正する条例について。日程第１４、請願

第１号、上限関税反対などＷＴＯ農業交渉に関する請願について。日程第１５、請

願第２号、日豪ＦＴＡ／ＥＰＡ交渉並びに酪農畜産政策・価格に関する請願につい

て。以上、日程に追加することに決しました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第１１  議案第２６号 選挙公報の発行に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題と致します。提案理由の説明を求めます。総

務課長。 

○総務課長（金子幸保課長）議案第２６号 選挙公報の発行に関する条例の一部を

改正する条例について。選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例を提出

する。平成１９年３月１６日提出、町長名でございます。 

この関係につきましては、第３条で字数制限を５００字というふうに決めてござ

いましたが、平成１０年の裁判事例等によりまして字数制限を削除するものでござ

います。そのため、第２項、第３項を削除するものでございますので、よろしくご

審議の程、お願い致します。 

○議長（吉田好宏議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。本案について採

決致します。お諮り致します。議案第２６号は、原案のとおり決することにご異議



 

12 

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第１２  発議第１号 沼田町議会会議規則の一部を改

正する規則についてを議題と致します。ここで提案者の説明を求めるところですが、

この際、説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。説明を省略することに決しました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。お諮り致します。

発議第１号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 

 

○議長（吉田好宏議長）日程第１３  発議第２号 沼田町議会委員会条例の一部を

改正する条例についてを議題と致します。ここで提案者の説明を求めるところです

が、この際、説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。説明を省略することに決しました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）質疑なしと認め、質疑を終結致します。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご意見なしと認め、討論を終結致します。お諮り致します。

発議第２号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決し

ました。 
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（請願の一括審議 ） 

○議長（吉田好宏議長）請願の一括議題についてお諮り致します。この際、日程第

１４、請願第１号から、日程第１５、請願第２号まで一括して議題に致したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、請願第１号・２号を一括

して議題とすることに決しました。 

 議長よりお諮り致します。本請願については、会議規則第９２条第２項の規定に

より委員会付託を省略致したいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、請願第１号・２号は委員

会付託を省略することに決しました。直ちに審議に入ります。ここで、紹介議員よ

り説明を求めるところですがこの際、説明、質疑、討論を省略したいと思います。

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって説明、質疑、討論を省略す

ることに決しました。お諮り致します。請願第１号・２号を採択すべきものと決定

してご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって請願第１号・２号は、採択

すべきものと決しました。 

 

（議事日程の追加） 

○議長（吉田好宏議長）議事日程の追加についてお諮り致します。ただいま採択さ

れました請願に伴う、意見書案等６件について追加案件が提出されました。この際、

これを日程に追加したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、日程第１６、意見案第１

号 上限関税反対など WＴＯ農業交渉に関する意見書案について。日程第１７、意

見案第２号、日豪ＦＴＡ／ＥＰＡ交渉並びに酪農畜産政策・価格に関する意見書案

について。日程第１８、意見案第３号、公共サービスの安易な民間開放に反対し、

国民生活の安心・安全の確立を求める意見書案について。日程第１９、意見案第４

号、後期高齢者医療制度の充実を求める意見書案について。日程第２０、意見案第

５号、特定健診・特定保健指導に関する意見書案について。日程第２１、意見案第

６号、雇用保険の特例一時金の削減に反対し、国の季節労働者対策の強化を求める
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意見書案について。以上、日程に追加することに決しました。 

 

（意見案の一括審議） 

議長（吉田好宏議長）意見案の一括議題についてお諮り致します。この際、意見案

第１号から第６号を一括して議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって、意見案第１号から第６号

は一括して議題とすることに決しました。 

提案者より説明を求めるところですが、この際、説明、質疑、討論を省略致した

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって説明、質疑、討論を省略す

ることに決しました。 

意見案第１号から第６号を一括して採決いたします。お諮り致します。意見案第

１号から第６号は、原案のとおり関係機関に提出することに決定してご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田好宏議長）ご異議なしと認めます。よって意見案第１号から第６号は、

原案のとおり関係機関に提出することに決しました。 

 

（閉 会 宣 言） 

○議長（吉田好宏議長）以上で、本定例会に付議された案件は、すべて終了致しま

した。ただいま、西田町長より挨拶の申し出がありますので、これを許します。 

○町長（西田篤正町長）一言、お礼のご挨拶を申し上げたいというふうに思います。 

平成１９年第１回の定例会、ご提案申し上げました全議案をご承認賜りましたこ

とを、先ずもってお礼を申し上げたいというふうに思いますし、併せて、この４年

間、吉田議長さんを中心に議員各位におかれましては、大変なご指導とご協力を賜

りましたことを厚く御礼を申し上げたいというふうに思います。 

非常に厳しい地方の時代の中で様々な懸案事項がありました。多くの議論の中で

適正な処理をいただいたということも重ねてお礼を申し上げたいというふうに思っ

ておりますし、それぞれの議員の皆さん方が良識のある判断で町民のためのご意見

をいただいたことについても、心から感謝とお礼を申し上げたいというふうに思っ

ております。 

この任期を最後にご勇退される議員もいらっしゃるというふうにお聞きしており

ますし、また再度、挑戦をされるという議員の皆さん方もいらっしゃるようにお伺

いをさせていただいておりますが、ご健闘をお祈りすると共に、如何なる立場にな
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ろうとも、この沼田町の影ながらの大きな支えになる指導者としてご尽力をいただ

ければというふうに思っているところであります。 

いずれにしましても、これからもまた、厳しいそれぞれの選択が迫られる町政で

ありますけれども、私共もこれからまた、一所懸命そういう面での勉強をさせてい

ただきながら、それぞれまた、それぞれの立場で町政の執行に携わるような場面が

あるというふうに思っているところでありますけれども、いずれにしましても、こ

の４年間、本当にお世話になりましたことを心から重ねてお礼を申し上げまして、

この４年間の最後の定例会にあたってのご挨拶に代えさせていただきます。どうも

ありがとうございました。 

○議長（吉田好宏議長）これにて、平成１９年第１回沼田町議会定例会を閉会を致

します。本当にありがとうございました。 

 

１５時４１分 閉 会 
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会議の経過を記載し、その内容に相違ないことを証するためにここに署名する。 
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